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主旨

激変する医療界の動向について､医療経営の視点で必要な情報を提供すると共に､医事業務に必要な実務知識の
提供をしています

発行元：医療関連事業本部 運用企画部 運用企画課

今月のトピックス

2026年診療報酬改定の方向性（その6）～中医協総会資料より～

2025年11月26日～12月26日までの中医協総会の資料から、外来、在宅、入院、個別事項等（医科の
み）を抜粋してお示しいたします。中医協の議論もかなり具体化してきました。改定に向けて準備すべきことを整理し
ておきましょう。

中医協総会の日付及び該当箇所のURL 二次元バーコード

中央社会保険医療協議会 総会（第630回）2025年11月26日
入院について（その７）
個別事項について（その９）データ提出加算
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html

中央社会保険医療協議会 総会（第631回）2025年11月28日
個別事項について（その10）人口・医療資源の少ない地域、救急医療、業務の簡素化
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html

中央社会保険医療協議会 総会（第632回）2025年12月3日
個別事項について（その11）届出や算定方法の明確化
入院時の食費・光熱水費について（その２）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html

中央社会保険医療協議会 総会（第633回）2025年12月5日
個別事項について（その12）後発医薬品・バイオ後続品の使用体制②
個別事項について（その13）精神医療②
個別事項について（その14）技術的事項
賃上げについて（その１）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html

中央社会保険医療協議会 総会（第635回）2025年12月12日
個別事項について（その15）医薬品その他
入院について（その８）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67045.html

中央社会保険医療協議会 総会（第636回）2025年12月17日
個別事項について（その16）長期収載品の選定療養②
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66294.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66560.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67045.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
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中医協総会の日付及び該当箇所のURL（つづき） 二次元バーコード

中央社会保険医療協議会 総会（第637回）2025年12月19日
個別事項について（その17）これまでの御指摘に対する回答について
個別事項について（その18）医療ＤＸ
個別事項について（その19）残薬対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html

中央社会保険医療協議会 総会（第638回）2025年12月24日
個別事項について（その２０）技術的事項（その２）・これまでの御指摘に対する回答
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html

外来

特定疾患療養管理料と傷病名との関係に
ついて、「主傷病＝特定疾患療養管理料を
算定した傷病名」と限定せずにデータを見る
と、高血圧症などを特定疾患療養管理料か
ら生活習慣病管理料2に移行したにもかか
わらず、特定疾患療養管理料算定患者に
多くの生活習慣病管理患者がいる。

入院時の食費

2024年
5月末迄
(改定前)

2024年
6月から

2025年
4月から

2026年
6月から

460円 490円 510円 550円？

【食事療養費自己負担額の推移】

⚫ 令和７年４月に行った引上げの検討時期と、引上げ後の令和７年４月から10月までの間を比較すると、
食料の物価は6.50％上昇している。これを食材費等を勘案する自己負担額の510円に乗じると、33円
となることを踏まえ、入院時の食費の基準額について、例えば40円引き上げることとしてはどうか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html
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⚫ 医療資源の少ない地域について、令和５年医
療施設静態調査等の直近の統計を用いて見直
しを行うこととしてはどうか。

⚫ 対象地域の見直しにより当該地域から除外され
た医療圏に所在している医療機関であって、現
に入院料等の届出を行っているものについては２
年間の経過措置を設けているが、医療資源の
少ない地域に配慮した施設基準等による届出を
行った医療機関の運営の安定性を担保する観
点から、その期間を延長することについてどのよう
に考えるか。

⚫ 人口の少ない地域における外来診療体制を確
保する観点から、人口・人口密度が少ない二
次医療圏において、継続的な巡回診療、医師
派遣、代診医派遣による診療や、D to P 
with N、D to P with Dを含む情報通信機
器を用いた診療を活用し、地域の外来診療確
保やそのための支援を行うとともに、増悪した急
性期の患者を受け入れることのできる医療機関
について評価を行うことについてどのように考える
か。

賃上げ

⚫ 賃上げに係る報酬上の評価については、精緻な
評価を行うことと、医療機関の事務負担の軽減
を図ることとの間にトレードオフがある中で、評価
体系のあり方や、看護職員処遇改善評価料や
ベースアップ評価料による賃上げの評価を継続す
る際の評価方法等についてどう考えるか。

⚫ 賃上げに係る診療報酬の届出にあたり、事務負担
等のために小規模医療機関等において届出が難し
い状況であることを踏まえ、算出すべき数値や届出
様式の簡素化のあり方について、どのように考えるか。
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電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスについては、
2026年夏までに、具体的な普及計画を策定する予定。

⚫ 医療DXにかかる各サービスの進捗状況や医療
現場での患者メリットを踏まえ、医療DXの診療
報酬上の評価について、これまでの評価により大
きく普及した取り組みの実施を基本としつつ、更
に普及を図るべき取り組みに着目した評価を行
うことについて、どう考えるか。
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⚫ 医療DXへの対応を見据え、既存の様式も含め、
各種様式の共通項目については、可能な範囲
で記載の統一を図ることについて、どのように考え
るか。

⚫ 施設基準等届出のオンライン化を引き続き進めるとと
もに、円滑にオンライン化が進むよう、届出様式の削
減や届出項目の最小化に取り組むことについて、どの
ように考えるか。

⚫ 作成が煩雑であるという指摘がある様式９について、業務の簡素化の観点から、注意事項の記載の整理や小数
点以下の処理を可能な限り統一する等の見直しを行うことについて、どのように考えるか。

⚫ 施設基準等の適合性や診療報酬に関する
実績を確認するために、毎年、地方厚生
（支）局長や厚生労働省に報告を求めて
いる様式を、他に代替方法がないものや次
期報酬改定に必要なものを限定したり、添
付書類を省略するなど簡素化を図ることにつ
いて、どのように考えるか。
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⚫ 保険医療機関が移転・再編等を行う場合における
経営上の予見性の確保や、個別事例に応じた遡及
指定の柔軟な取扱いを可能にする観点から、以下の
見直しについてどのように考えるか。

• 現在、保険医療機関の廃止・開設を伴う
場合と機能移転の場合に分けて定められ
ている遡及指定の取扱いルールについて、
機能移転の場合の取扱いに一本化する。

• 遡及指定の可否の判断にあたっては、事
前に医療機関から提出された移転・再編
等に関する計画（患者・職員の引き継ぎ、
施設基準を満たすための計画等）に基づ
き、個別具体的な状況を踏まえて、診療
実態の変更の状況等の観点からその妥
当性について、地方社会保険医療協議
会において総合的に審議し決定する仕組
みとする。
あわせて、基本的には遡及指定が認めら
れる条件をあらかじめ明確化する（この条
件に該当しない場合は地方社会保険医
療協議会で総合判断する）。

• 遡及指定を希望する場合の地方厚生局
への届出手順（届出時期、届出様式
等）を明確化する。

⚫ 医療安全対策加算や感染対策向上加算の専
従者において、加算に係る業務のない時間に実
施可能な業務が示されていないことから、他施
設への助言業務に関する規定を参考に、月のう
ち一定の時間までは院内で他の業務に従事可
能とすることについて、どのように考えるか。また、
病床規模の大きい医療機関において、要件を
満たす２名の従事者が業務を分担できることと
すること等について、どのように考えるか。

⚫ 地域包括ケア病棟等における、専従の理学療
法士等は、入院患者の退院支援等に係る業
務であれば院外での活動に従事できることを明
確化することについて、どのように考えるか。

⚫ 入院料に応じた機能が適切に発揮され、病棟運
用が過度に複雑化しないようにする観点から、一
つの病棟で届け出ることのできる特定入院料（病
室単位の届出を含む）の範囲及び個数を明確
化することについて、どのように考えるか。

⚫ 病棟内の異なる入院料を算定する病床に入院す
る患者は、原則として在宅復帰率や平均在院日
数の計算の対象外であることを明確化することに
ついて、どのように考えるか。
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⚫ 入院基本料等の施設基準等における常勤
職員の配置要件として、従前より、週４日
以上勤務かつ所定労働時間が週32時間
以上であることとされている一方で、一般職
の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
では、１日当たり勤務時間が８時間から７
時間45分に改められており、現行の入院基
本料等の施設基準等における常勤職員の
所定労働時間の要件について、どのように考
えるか。

⚫ 健診等受診後に、健診等と関連する疾病に
ついて、同日に１回の受診で保険診療を実
施する場合、現行の初診料の取扱いと同様
に、再診料等は算定できないことを明確化し
てはどうか。

⚫  健診等受診後に、健診等と関連する疾病
について、同日別受診又は翌日以降に保険
診療を実施する場合には、現行の保険診療
における再診料の取扱いと同様に、再診料
等を算定することを明確化してはどうか。

プログラム医療機器等指導管理料が併算定でき
るニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料
（Ⅱ）は情報通信機器を用いた場合の規定があ
るが、プログラム医療機器等指導管理料には規定
がない。

⚫ プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定を設けることについてどう考えるか。
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⚫ 救急患者の適切な受入の促進に向けて、救急外来での初期診療後に連携する他の医療機関での入院が適当と
判断された救急患者について、自院等の救急自動車で搬送できない場合や搬送先が遠距離な場合においても
円滑な転院搬送を推進する観点から「救急患者連携搬送料」の評価のあり方についてどのように考えるか。また、
受入側医療機関における連携体制の確保や受入を促すための評価のあり方についてどのように考えるか。

⚫ 救急医療機関においては、夜間休日を含め医
師・看護師等を配置し、検査・処方等が可能
な体制を備え、地域の救急医療に関する取組
を担っている現状を踏まえ、このような体制をとる
救急医療機関における救急外来診療を評価を
することについてどのように考えるか。

⚫ 「救急医療管理加算」は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合の評価であるこ
とや、当該加算の救急搬送患者への算定状況、算定医療機関における救急搬送件数等の現状を踏まえ、その
評価のあり方についてどのように考えるか。
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⚫ 12月19日に提出された追加資料では、「二次医
療圏の類型毎の短期滞在手術の実施状況」が示
された。

⚫ 水晶体再建術の入院実施・外来実施割合に地域
差はないが、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
では大都市ほど外来実施が多い傾向がある。

これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の
届出を要件とする入院料は漸次拡大されてきた。

⚫ データを用いた診療実績の更なる適切な評価を
行う観点から、新たに精神病棟入院基本料
（15対１）、精神病棟入院基本料（18対
１）及び精神病棟入院基本料（20対１）
について、データ提出加算の届出を入院料の届
出の要件とすることについて、どのように考えるか。

⚫ データの提出には、一般的に電子カルテの
導入が必要と考えられるところ、 「新しい資
本主義のグランドデザイン及び実行計画
2025年改訂版（令和７年６月13日閣
議決定）」 における2030年までの電子カ
ルテの導入目標等も踏まえ、当面の間の経
過措置については継続しつつ、電子カルテ
の普及状況等の検証も行い、引き続き経
過措置の終了時期について検討することと
してはどうか。

⚫ 医療機関の負担軽減や、診療報酬改定に向けて適切な分析を行う観点から、様式１の見直しを含め、提出を
求めるデータ等を見直すことについて、どのように考えるか。
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⚫ 後発医薬品の使用割合の維持や使用促進のみなら
ず、医薬品の安定供給体制を支える取組を促進す
る観点から、流通改善ガイドライン等を踏まえ、多くの
医薬品を在庫管理する体制を含めた報酬上の評価
をどのように考えるか。

⚫ 後発医薬品の使用促進の推進等の観点から、処方箋料、一般名処方加算等の評価のあり方についてどのように
考えるか。

⚫ バイオ後続品使用促進の観点から、バイオ医薬
品に係る一般名処方マスタの掲載を検討してはど
うか。併せて、バイオ医薬品についても、一般名処
方加算の対象としてはどうか。
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⚫ バイオ後続品の使用促進にあたって、バイオ後続品は
バイオ先行品と同一成分ではないことを踏まえ、患者
への品質や有効性、安全性等の説明について、診療
報酬上の評価をどのように考えるか。

⚫ 「バイオ後続品使用体制加算」について、入院
日時点においてバイオ医薬品を使用するか否か
が不確定であるケースがあることから、その算定
日について見直すことについてどのように考えるか。

⚫ 長期収載品を使用する医療上の必要がある場合や、
後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を
提供することが困難な場合については、引き続き、選
定療養の対象外とすることを前提に、患者の負担水
準については、長期収載品と後発医薬品の価格差
の２分の１以上とする方向で検討してはどうか。

⚫ 同程度の栄養を有する食品が市販されていることも
踏まえ、栄養保持を目的とする医薬品の薬剤給付
の適正化についてどのように考えるか。
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⚫ 地域包括診療料・加算、在宅時医学総合管理料等について、診療の際、患家における残薬を確認した上で適
切な服薬指導を行うことの評価についてどのように考えるか。

⚫ 地域包括診療料・加算の算定患者に対する処方薬剤種類数が他患者と比較して多い傾向を踏まえ、当該診
療料・加算を算定する患者への処方のあり方について、次のような観点も含め、どのように考えるか。

・処方薬を把握し管理する手段としての電子処方箋管理サービスの活用

・現在、退院患者等が対象となっている薬剤適正使用連携加算について、他院にも通院する外来患者の薬剤が他
院との連携により種類数が減少した場合の取り扱い

⚫ 薬局との連携により残薬調整を実施する取組
を踏まえ、医師が事前に、薬局で残薬を確認し
た際の取扱いについて円滑に指示を行うことが
できるように、処方箋様式を見直すことについて
どのように考えるか。
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⚫ 身体的拘束の最小化に向けた評価に際して、留意すべき点等についてどのように考えるか。

⚫ 精神科外来において初診をより積極的に診療する体制を確保する必要があることや、精神保健指定医が地域で
果たす役割をさらに評価する観点から、通院・在宅精神療法における初診・再診の評価のあり方について、どのよう
に考えるか。

⚫ 早期診療体制充実加算に関して、地域の精神科救急医療提供体制を担う病院との連携体制を構築した上で、
入院患者の地域移行・地域定着等に積極的に取り組む診療所についても評価の対象とすることについて、どのよう
に考えるか。
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⚫ 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」の見直しの状況を踏まえ、指針に沿った形で行われている初診精
神療法についても評価を行うことについて、どのように考えるか。またその際、再診精神療法と同様に質の高い精神
医療の提供に資する施設基準を設定することについて、どのように考えるか。

⚫ 児童思春期の精神疾患患者の受入体制をさらに確保する観点から、児童思春期支援指導加算の評価のあり方
について、どのように考えるか。
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⚫ 公認心理師の養成状況を踏まえ、診療報酬上の臨床心理技術者に係る経過措置を終了することについて、どのよ
うに考えるか。

⚫ 公認心理師による心理支援の提供実態や効
果をふまえ、心理支援加算の対象疾患の拡大
や、認知行動療法的アプローチに基づく心理支
援への評価を新たに行うことについて、どのように
考えるか。また、認知療法・認知行動療法の実
施に際して毎回医師の介入を求める要件等を
緩和することについて、どのように考えるか。

⚫ 同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支
援を推進する観点から、病棟に専従配置されてい
る精神保健福祉士が、当該病棟からの転棟後の
患者等の継続的な支援を行えるようにするなど、
専従となっている職務の範囲を柔軟化することにつ
いて、どのように考えるか。
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•  「L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式

全身麻酔」では、マスク、声門上器具又は気管
チューブによる気道確保が想定され、気道確保手
技による評価の違いは見られない。

•  現状の算定要件では、麻酔時間が20分以上で
あれば、閉鎖循環式麻酔器と患者をマスクのみで
接続した場合でも算定可能であるような記載となっ
ている。

⚫ 臨床における麻酔管理の実態、関連学会のガイド
ライン及びL008マスク又は気管内挿管による閉鎖
循環式全身麻酔の算定状況を踏まえ、全身麻酔
の評価のあり方について、どのように考えるか。

⚫ ロボット手術について、各医療機関の算定回数の分布にばらつきがあること、現時点では既存技術との比較で優越
性が示されていない技術が大半であること、診療材料のコストがあることを踏まえ、ロボット手術の評価のあり方につい
て、どのように考えるか。

⚫ 臓器移植に当たって、移植側施設における体制整
備に係る特殊性を踏まえ、臓器採取術及び移植
術の評価について、どのように考えるか。

⚫ BRCA1/2陽性患者のうち、乳癌・卵巣癌未発
症患者における、両側乳房切除及び卵管・卵
巣切除に係るエビデンスが示され、関係学会に
おいてもガイドラインが取りまとめられた点等を踏
まえ、乳癌・卵巣癌未発症患者に対する
BRCA1/2遺伝子検査等を診療報酬上の評
価の対象とすることについて、どのように考えるか。
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⚫ 血液製剤の適正使用の観点から、フィブリノゲン
製剤の適応判定に必要な迅速フィブリノゲン測
定に対する診療報酬上の評価について、どう考え
るか。

⚫ ＣＰＡＰ療法の適応に係る最新の国際的な基準、日々の使用時間と有効性に関する科学的知見、終夜睡眠
ポリグラフィーの在宅での検査実施に係る各種調査結果等を踏まえ、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び終
夜睡眠ポリグラフィーの評価について、どのように考えるか。

⚫ インターネット回線を介して遠隔で治療設定機能
の変更が可能なプログラム医療機器を用いた脳
深部刺激療法の管理の評価のあり方について、ど
う考えるか。

⚫ カルタヘナ法の遵守に当たって、医療機関におい
て入院中の個室管理や環境整備等の対応が発
生することについて、製造販売業者が果たすべき
役割との関係性も踏まえ、入院・外来・在宅それ
ぞれの場面における診療報酬上の評価について、
どのように考えるか。
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⚫ 在宅療養指導料の算定対象者のうち在宅自己注射指導管理料を算定している者及び慢性心不全患者につい
て、情報通信機器等を活用した療養上の指導の評価について、どのように考えるか。

⚫ 関係学会のガイドラインに基づいた治療管理、多職種介入及び地域における医療機関間連携の取組を踏まえ、慢
性心不全の治療管理の評価のあり方について、どのように考えるか。

⚫ 心不全の生化学的診断基準の変化を踏まえ、
心大血管疾患リハビリテーション料における慢性
心不全の対象患者に係る基準を変更することに
ついて、どのように考えるか。
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⚫ ワクチンは主に医療保険外の予防接種に用いられ、適正な薬価を算定することには限界がある。このことを踏まえ、
保険診療上必要となる治療の一環として用いられるワクチンの保険償還について、どのように考えるか。

⚫  危機管理等医薬品（MCM）は市場流通せず、取引価格が形成されないため薬価収載になじまない。このことを
踏まえ、致死率の高い重点感染症に対する即応的な治療手段となる危機管理等医薬品（MCM）の保険償還
について、どのように考えるか。

⚫ 関連学会のガイドラインにおける推奨を踏まえ、骨
塩定量検査の算定要件について、どのように考える
か。

⚫ 令和６年４月以降、通常の医療提供体制へ
移行していることを踏まえ、その他の入院料を算
定する患者や入所中の患者における新型コロナ
ウイルス感染症に対する抗ウイルス剤に係る薬
剤の算定方法の特例的な取扱いを終了するこ
とについて、どのように考えるか。
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⚫ 同じ一般病棟入院基本料を届け出る病院でも、救急搬送受入件数や全身麻酔手術件数などの病院としての
機能が異なっていること等を踏まえ、急性期の入院基本料について、病棟機能に加え、病院機能を踏まえた評価
のあり方をどう考えるか。

⚫ 病院機能を踏まえた評価体系を検討するに当たって、拠点的な急性期病院や、地域で重点的に救急・急性期医
療に対応する病院の機能について、次のような要素を含め、どのような要素を考慮することが考えられるか。

・救急搬送の受入件数

・全身麻酔の手術件数

・特に、人口の少ない二次医療圏や離島からなる二次医療圏において、当該医療機関が救急搬送件数の最も多い
医療機関であること

⚫ 総合入院体制加算や急性期充実体制加算で
は、これまで様々な診療科を有する等の総合
性や、手術件数が多い等の集積性の観点から
評価しており、これらの加算を統合する場合に
は、こうした総合性や手術等の集積性を踏まえ
た類型を設けることについて、どのように考えるか。
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⚫ 人口の少ない医療圏では、地域の実情から手術
等の実績要件等を満たすことが困難な場合もある
が、地域において救急搬送受入の砦となる病院や、
へき地において地域を支える役割を果たす病院が
あることを踏まえ、人口の少ない地域における拠点
的な病院の役割の評価をどのように考えるか。

【ICU・HCU用 重症度、医療・看護必要度に係る指摘事項について】

⚫ 動脈圧測定（動脈ライン）、中心静脈圧測定（中心静脈ライン）を現在の2点から1点へ引き下げた場合の試算結果

【廃用症候群を主傷病とする患者の入院料・状態別の
入院医療の状況】

⚫ 「特定集中治療室用 重症度、医療・看護必要
度」の基準に該当する治療室割合のシミュレーショ
ン結果やSOFAスコアが一定基準以上である患者
割合の現状を踏まえ、「蘇生術の施行」「抗不整
脈剤の使用」「緊急ペーシング」を新たに基準へ追
加することや、SOFAスコアが一定基準以上である
患者割合要件の適切な水準について、どのように
考えるか。

⚫ ハイケアユニット用 重症度、医療・看護必要度」の
基準に該当する治療室割合のシミュレーション結
果を踏まえ、「抗不整脈剤の使用」「緊急ペーシン
グ」を新たに基準へ追加することや、要件割合の適
切な水準について、どのように考えるか。
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⚫ 急性期一般入院料について、高齢の救急患者の
多い病棟において、多職種の協働によりＡＤＬ
低下を防ぐ観点から、一部の人員は、看護職員と
多職種のスタッフを組み合わせて柔軟に配置でき
る仕組みとすることが考えられるのではないか。

【回復期リハビリテーション病棟における重症患者基準のシミュレーション】

⚫ 施設基準における重症患者の範囲を狭め、重症患者割合の基準を引き下げた場合、医療機関が自らの裁量に
より適応を判断できる割合が増える
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⚫ 基礎係数について、DPC標準病院群のうち、
救急搬送件数が年間1,200件未満の医療
機関と、それ以上の医療機関で、DPC点数
表に基づく包括評価点数と包括範囲出来高
点数の比に乖離があること等を踏まえ、救急
搬送件数等に基づき、基礎係数の評価を分
けることについて、どのように考えるか。

⚫ 複雑性係数について、急性期入院医療を
対象とするDPC制度において、患者の病態
が不安定な状態から、治療によりある程度
安定した状態に至るまでをより高く評価する
観点から、１入院あたりの包括範囲出来
高点数による現行の評価から、入院初期ま
での包括範囲出来高点数による評価へ移
行することについて、どのように考えるか。

⚫ 地域医療係数のうち体制評価指数について、
認定ドナーコーディネーターを院内に配置する
ことにより、患者の意思をより尊重し、脳死臓
器提供機会の確保等に繋がることが期待され
ることを踏まえ、認定ドナーコーディネーターの
配置を新たに体制評価指数により評価するこ
とについて、どのように考えるか。

⚫ また、地域の需要変動に柔軟に対応する体制の
確保を促進する観点から、１日当たり入院数の
最大値に対する、日毎の入院数の割合の変動
係数が著しく低い医療機関に対する体制評価
指数による評価のあり方について、どのように考え
るか。
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⚫ 地域医療係数のうち定量評価指数について、
救急搬送件数が年間1,200件以上の医療機
関の方が全診断群分類の地域シェアが高くなる
傾向にあるが、全診断群分類の地域シェアは低
いものの、脳卒中等の一部の領域で地域におい
て重要な機能を果たしている医療機関が存在
することを踏まえ、DPC対象病院が地域におい
て果たす役割をより評価する観点から、単なる
全診断群分類の地域シェアによる現行の評価
から、領域毎の評価へ移行することや、定量評
価指数の重み付けを見直すことについて、どのよ
うに考えるか。

⚫ 点数設定方式について、より実態に即した点数設
定とする観点から、標準化が一定程度進んだ診断
群分類について、一定の激変緩和措置を講じつつ、
入院期間Ⅱを平均在院日数から在院日数の中央
値へ移行することについて、どのように考えるか。

⚫ 再転棟ルールについて、DPC制度を構成す
る医療機関の内訳が経時的に変化し、
DPC算定病床以外の病床を有する医療機
関の割合が増加したこと等を踏まえ、同一
傷病による再転棟については、転棟後７日
間を超える場合であっても、原則として一連
の入院として扱うこととすることについて、どの
ように考えるか。

⚫ 持参薬ルールについて、現状の算定ルールの更な
る徹底を図る観点から、DPC 算定を行う場合は、
入院の契機となった傷病に対して使用する医薬品
は、院内で処方されるのが原則であることや、DPC 
算定を行う場合の入院料の中には、一般的に入
院の契機となった傷病に対して使用する医薬品の
薬剤料が含まれていることについて、患者への説明
を求めることについて、どのように考えるか。
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⚫ 令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症の
感染症法上の位置づけが5類感染症へと変更され
ており、令和８年度診療報酬改定における診断群
分類点数表の改定に用いるデータの対象期間中
には、感染症法上の位置づけの変更等がなかった
点等を踏まえ、「MDC 毎の診断群分類見直し技
術班」において、新型コロナウイルス感染症に係る
診断群分類の検討を行うことについて、どのように考
えるか。
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いきいきホスピタル １
2026年度診療報酬改定の基本方針決定

2025年12月9日、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において、2026年度診療報酬改定の基

本方針が取りまとめられ、12月12日の中医協総会に提出されました。

まず、「改定に当たっての基本認識」として、次の4点を確認しています。

（1）日本経済が新たなステージに移行しつつある中での物価・賃金の上昇、人口構造の変化や人口減少の中で

の人材確保、現役世代の負担の抑制努力の必要性

（2）2040 年頃を見据えた、全ての地域・世代の患者が適切に医療を受けることが可能かつ、医療従事者も持

続可能な働き方を確保できる医療提供体制の構築

（3）医療の高度化や医療 DX、イノベーションの推進等による、安心・安全で質の高い医療の実現

（4）社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

さらに、この基本認識を踏まえて、4つの視点と具体的な方向性が示され、物価や賃金、人手不足等の医療機関等

を取りまく環境の変化への対応が「重点課題」に位置付けられています。
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いきいきホスピタル ２

2026年度診療報酬改定の本体改定率は 3.09％！！

政府は、2025年12月19日、2026年度診療報酬本体を3.09％引き上げることを、高
市早苗首相、上野賢一郎厚労相、片山さつき財務相による協議で固め、12月24日の大臣
折衝にて決定されました。内訳は以下の通りです。

１．診療報酬 ＋3.09％（2026年度及び2027の２年度平均。
2026年度 ＋2.41％（国費2,348 億円程度（2026年度予算額。以下同じ。））、
2027年度 ＋3.77％）

（注）2026年６月施行

※１ うち、賃上げ分 ＋1.70％

※２ うち、物価対応分 ＋0.76％

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋0.09％。
入院時の食費基準額の引上げ（40円/食）（患者負担については、原則40円/食、低所得者
については所得区分等に応じて20円～30円/食）及び光熱水費基準額の引上げ（60円/日）
（患者負担については、原則60円/日、指定難病患者等については据え置き）の措置を講じる

※４ うち、2024年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋0.44％。

※５ うち、適正化、効率化（長期処方・リフィル処方）▲0.15％
後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅
医療・訪問看護関係の評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化等による効率化

※６ うち、※１～５を除く改定分 ＋0.25％

２．薬価等

薬価 ▲0.86％ 材料価格 ▲0.01％ 合計 ▲0.87％
（注）2026年４月施行（ただし、材料価格は2026年６月施行）

また、診療報酬制度・薬価に関連する事項として、次のような点も両大臣間で合意されました。

３．診療報酬制度関連事項
① 2027年度における更なる調整及び2028年度以降の経済・物価動向等への対応の検討
② 賃上げの実効性確保のための対応
③ 医師偏在対策のための対応
④ 更なる経営情報の見える化のための対応

４．薬価制度関連事項
① 令和８年度薬価制度改革及び令和９年度の薬価改定の実施
② 費用対効果評価制度の更なる活用

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001620952.pdf

機
能
別
分
配

病院 ＋0.49％

医科診療所 ＋0.10％

歯科診療所 ＋0.02％

保険薬局 ＋0.01％

機
能
別
分
配

病院 ＋0.40％

医科診療所 ＋0.02％

歯科診療所 ＋0.01％

保険薬局 ＋0.01％

各
科
改
定
率

医科 ＋0.28％

歯科 ＋0.31％

調剤 ＋0.08％

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001620952.pdf


© 2026 NICHIIGAKKAN CO., LTD. All rights reserved. 

NICHII Communication of medical care

算定 à la carte

高額療養費制度とOTCについて

2025年12月25日の社会保障審議会医療保険部会において高額療養費制度の見直しと、

OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しの在り方について審議されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html

施行されるのは、それぞれ2026年8月以降となる見込みで、改定時ではありませんが、基本的な考え方の周知

を行う必要があります。具体的な金額（限度額）や薬剤等については、医療保険制度改革全体の議論を踏ま

えて設定されると思われ、現段階ではまだ（案）としての発表ですが、審議された内容をお示しいたします。

【見直しのポイント】

（１）長期療養者への配慮

１．多数回該当の金額を据え置き

－長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。

２．「年間上限」の導入

－多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」を導入。これにより、
月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不
要となる。

（２）低所得者への配慮

１．住民税非課税ラインを若干上回る年収層である「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額を引き下げる。

２．外来特例の限度額引上げの際、「住民税非課税区分」に外来年間上限を導入し、年間の最大自己負担額
（12ヶ月限度額を負担される方の負担額）を現在よりも増加させない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
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特別の料金の対象となる医薬品の範囲について

今般の見直しで、特別の料金の対象となる医薬品は、OTC医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異な
らない医療用医薬品であり、下記の数字は機械的に選定したもの。

○ 成分数77

○ 品目数約1,100

○ 主な対応症状

・鼻炎（内服・点鼻）

・胃痛・胸やけ

・便秘

・解熱・痛み止め

・風邪症状全般

・腰痛・肩こり（外用）

・みずむし

・殺菌・消毒

・口内炎

・おでき・ふきでもの

・皮膚のかゆみ・乾燥肌等
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No. 有効成分 用途 No. 有効成分 用途

１ アシクロビル 抗ウイルス薬 40 デキサメタゾン ステロイド

２ アシタザノラスト水和物 抗アレルギー薬 41 テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬

３ アスコルビン酸 ビタミン剤 42 トコフェロール酢酸エステル ビタミン剤

４ アンモニア水 鎮痛鎮痒収斂消炎剤 43 トリアムシノロンアセトニド 口内炎・舌炎薬

５ イソコナゾール硝酸塩 抗真菌薬 44 尿素 皮膚軟化剤

６ イソプロパノール 殺菌消毒剤 45 白色ワセリン 軟膏基剤

７ イトプリド塩酸塩 胃薬 46 ハチミツ 矯味剤

８ イブプロフェン
非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）

47 ピコスルファートナトリウム水和物 緩下剤

９ イブプロフェンピコノール 非ステロイド系消炎鎮痛剤 48 ビサコジル 便秘薬

10 インドメタシン 鎮痛消炎剤 49 ビダラビン 抗ウイルス薬

11 エタノール 殺菌消毒剤 50 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ステロイド

12 エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー薬 51 フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬

13 Ｌ－カルボシステイン 去痰薬 52
フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェド
リン

抗アレルギー薬

14 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン 点鼻用血管収縮剤 53 フェルビナク
非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）

15 オキシコナゾール硝酸塩 抗真菌薬 54 ブテナフィン塩酸塩 抗真菌薬

16
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチ
ゾン

抗生物質・副腎皮質ホルモン
配合剤

55 複方ヨード・グリセリン 口腔用殺菌消毒剤

17 オキシドール 殺菌消毒剤 56 ブドウ酒 滋養強壮薬

18 オリブ油 皮膚保護剤 57 フラボキサート塩酸塩 頻尿・残尿感薬

19 希ヨードチンキ 殺菌消毒剤 58 フルチカゾンプロピオン酸エステル ステロイド

20 クロトリマゾール 抗真菌薬 59 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル ステロイド

21 クロラムフェニコール 抗生物質 60 ベタメタゾン吉草酸エステル ステロイド

22
クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸
塩・プレドニゾロン

抗生物質 61
ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫
酸塩

ステロイド

23 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤 62 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

24 ケトチフェンフマル酸塩 抗アレルギー薬 63 ベポタスチンベシル酸塩 抗アレルギー薬

25
サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェ
イン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

総合感冒剤 64 ペミロラストカリウム 抗アレルギー薬

26 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤 65 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス 止瀉剤

27
サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエ
キス

鎮痛消炎剤 66 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤

28 サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル 鎮痛消炎剤 67 ホウ砂 眼科用剤

29
サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフ
ル・グリチルレチン酸

鎮痛消炎剤 68 ホウ酸 眼洗浄・消毒薬

30 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤 69 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

31 酸化亜鉛 収れん・消炎・保護剤 70 ポリエンホスファチジルコリン 高脂血症薬

32 次亜塩素酸ナトリウム 殺菌消毒剤 71 マルツエキス 乳幼児用便秘薬

33 ジクロフェナクナトリウム
非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）

72 ミコナゾール硝酸塩 抗真菌薬

34 消毒用エタノール 殺菌消毒剤 73 無水エタノール 殺菌消毒剤

35 静脈血管叢エキス 痔治療薬 74 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 アレルギー性鼻炎治療薬

36 精製水 溶解剤 75 ヨウ素 殺菌消毒剤

37 炭酸水素ナトリウム 胃腸薬 76 ロキソプロフェンナトリウム水和物 解熱消炎鎮痛剤

38
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・
炭酸マグネシウム

カルシウム配合剤 77 ロラタジン 抗アレルギー薬

39 チンク油 消炎薬

【特別料金の対象となる医薬品の成分一覧（案）】
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